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医科電子点数表の活用手引き

はじめに   、

電子レセプ ト・オンライン請求の普及拡大は目覚 しく、平成 22年 2月 末現在、

電子 レセプ トの比率は 7割を超えている。

この電子レセプト・オンライン請求を実現したシステム基盤及び情報仕様は、

医療機関から審査支払機関へ統一したデす夕提出を実現する診療行為、薬価、

医療材料などの「統下コ~ド」、このコードを用いてレセプト情報を記録する

仕様を定めた「記録条件仕様」、及び医療機関において基本的に行われるべき

チェック事項を定めた「標準仕様」から成り立っており、こうしたレセプト電

算処理システムの普及が今日のオンライン請求を支えているのである。

しかしながら、その一方で、統一コードのうち保険請求点数 (医科診療報酬点

数表)を コー ド化した「医科診療行為マスター」は、医科診療報酬点数表の算

定ルァルには多様なロジックが存在すること、二年おきの診療報酬改定におい

て十分なメンテナンス期間がないこと等の理由により、その情報項目はホ数計

算や加算算定の妥当性確認用の識別項目に限らざるを得ないまま推移してきて

い る

`

このような状況の中、診療報酬請求分野の IT活用のために、機械可読で医事

会計システムに取り込める [電子点数表」の議論が進められていたが、厚生労

働省、保健医療福祉情報システムエ業会 (」AHIS)、 医療情報システム開発セ

ンター (MEDIS‐ DC)ヤま/J・ 関係者と支払基金を交えた意見交換の場において、

医科診療報酬点数表に定められた算定ルールの明確化や算定ロジックを機械可

読にする電子テーブルの構築等についての検討が重ねられてきたところである。

支払基金は、医科診療行為マスタ■をはじめとするレセプト電算処理システム

に使用する基本マスタ~を維持管理する主体として、その重要な役割を果たし

てきたところである。

関係者との検討の結果、医療分野の IT化推進の役割を担ってきた支払基金と

しては、さらに、その役割を一層果たすべく、「医科電子点数表」を構築する

こととしたものである。
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科電子′ほ数表の活用手引室

医科電子点数表並びに本手引書が、医療機関や保険者におけるシステムの利便

性向上(医事会計窓口における受診者への説明等の一助となれば幸いである。

平成 22年 3月

社会保険診療報酬支払基金
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医科電子点数表の活用手引き

1 医科電子点数表構築の目的及び基本方針   1'
医科電子点数表の構築に当たつての目的及び基本方針は次のとおりとした。

(1)目 的          .
審査支払機関のレセプ ト電算処理システムや医療機関の医事会計システ

ム等で診療報酬点数表のロジカルな算定ルールについて十分なチェックを

行 うこと及び医療機関の会計容口における領収書や明細書の発行等での活

用を目的として医科電子′魚数表を構築する。

(2)構築に当たつての基本方針

医科電子点数表には、次の情報に関する項目の新設等及びテーブルの新

設を行う。

ア 医科診療行為マスターには、算定ルールに関して算定可否を半1定する

ための十分な項目が設定されていないため、算定ルール個々にプログラ

ムで判定している背反や包括に係るチェックを容易にするための情報を

収載する。

1イ  医療機関の医事会計システ

^で
日々入力している診療報酬請求データ

や電子カルテを参照しながら、日付情報を用いたチエツクが行えるよう、

「日」、「週」といつた算定単位と算定回数の上下限値を収載する。

ウ ンセプト表示用の省略名称に加え、医科診療報酬点数表の告示項目の

名称との関係を明瞭に判断できるよう、診療行為の基本漢字名称を「医

科診療行為マスタ~」 に1又載する。

工 前ア～ウのほか、電子点数表の構築過程で必要と認められた情報を収

載する。
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医科電子点数表の活用手引き

2 電子点数表の構成

(1)新設項目及び新設テーブルの構章

医科電子点数表は、現行の「医科診療行為マスタ~」 と新設した以下の

4つのテーブルで構成する構造としている。これらは診療行為コLドによ

り連結するテ~ブルとしている。

(2)新設テ,ブルの設定項目 (新設フラグ等)

各テーブルの収載項目の内容概略は次のとおりである。

ア 医科診療行為マスター補助ァスターテーブル

項番 種 別 内 容 補 足

1 医科診療行為マスター 診療行為基本漢字名称を追加している。

，

“

新
設
テ
ト
ブ
ル

ア 医科診療行為マスタ

ー補助マス ター テ~

ブル

診療行為コー ドと包括・被包括テーブル、背反関連テ

ーブル、入院基本料テーブルとの連結アーブルであ

り、収載項目により各テ,ブルとの関連を識別するた

めのテーブノ吃              ‐

3 イ 包括・被包括テーブル 他の診療行為に包括される診療行為を表す。

4 ウ 背反関連テーブル 他の診療行為との併算定ができない診療行為を表す。

一ｂ 主 入院基本料テニブル
入院基本料と入院基本料加算の加算算定可否の相関

関係を表す。

項番 新設フラグ等 内 容

1 変更区分 レコー ドの異動状況を表す。

９

一 診療行為コー ド 診療行為項 目ごとに設定 した番号

診療行為省略名称 審査用出力紙 レセプ トに表示される診療行為名称 (漢字)を表す。

4 包括・被包括関連
他の診療行為を包括するか否かを表 し、包括

の関連の有無を表す。

被包括テーブルと

5 背反関連識別 背反関連テ
=ブ

ルとの関連の有無を表す。

6 算定回数条件 当該診療行為の算定単位ごとの算定回数を表す。

7 入院基本料識別 入院基本料テーブルとの関連の有無を表す。

8 予備 未使用 「o」 を記録

9 変更年月 日 レコー ド情報を変更した日付情報

10 廃止年月 日 当該 レコー ドの使用が可能な最終 日付情報
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医科電子点数表の活用手引き

イ 包括・被包括テーブル

項番 新設フラグ等 内 容

1 変更区分 レコー ドの異動状況を表す。

グループ番号 包括 :被包括グループごとに設定した番号

3 診療行為コす ド 診療行為項目ごとに設定した番号

診療行為省略名称
審査用出力紙レセプトに表示される診療行為名称 (漢字)を
表す。               .

5 予備 未使用 :「 0」 を記録

6 変更年月日 レコー ド情報を変更した日付情報

7 廃止年月日 当該レコードの使用が可能な最終日付情報

ウ 背反関連テーブル

※背反関連テ∵ブルは、条件別 (1日 につき等)に 4つのテーブルを作成する。

項 番 新設フラグ等 内 容

1 変更区分 レコー ドの異動状況を表す。

2 診療行為コード① 項番 4と 背反関係にある診療行為項 目ごとに設定した番号

3 診療行為省略名称①′ 項番 2に係る診療行為省略名称

4 診療行為コ=ド② 項番 2と 背反関係にある診療行為項 目ごとに設定した番号

診療行為省略名称② 項番 4に係る診療行為省略名称

6 背反区分 背反の条件を表す。

7 特例条件 背反関係に係る特別な条件を表すら

8 予備 未使用 :「 0」 を記録

9 変更年月日 レコー ド情報を変更した日付情報

10 廃止年月日 当該レコー ドの使用が可能な最終 日付情報



医科電子点数表の活用手引き

工 入院基本料テーブル

項番 新設フラグ等 内 容

1 変更区分 レコー ドの異動状況を表す。

2 グループ番号 加算グループごとに設定した番号

●
０ 診療行為コー ド 診療行為項 目ごとに設定した番号

4 診療行為省略名称
審査用出力紙レセプトに表示される入院基本料加算名称を

表す。

0 加算識別
項番 2の グループに加算される入院基本料加算の中でt併算

定が可能なものごとに設定する識別コード

6 予備 未使用 :「 0」 を記録

7 変更年月日 レコー ド情報を変更 した日付情報

8 廃止年月日 当該レコー ドの使用が可能な最終日付情報

(3)新設テニブルの利用方法

新設テーブルは、医科電子点数表のパーツとしてそれぞれのテーブルご

とに提供 している。                _

包括・被包括

テーブル

背反関連

テーブル

入院栞本料

テーブル
医科診療行為マスター

補助マスターテ~ブル

新設テーブル (医科電子点数表パーツ)

:医
科 電 子 点 数 表



医科電子点数表の活用手引き

(4)医科診療行為マスタこの構造

医科診療行為マスタ~の収載項目は、平成 22年 4月 改定版では 113項 目

に及ぶ。

また、この項目のレイアウト (項 目の配列)はヾ2年ごとの診療報酬改

定時、審査支払機関、医療機関及びベンダ等利用者におけるプログラム改

修規模を極力少なくするとの配慮から、既存項目の配列は変更せずに既存

項目のうち未使用 (予備)と なつた項目を再使用して来ている。

このため、公表されているレイアウトのままでは収載項目間の関連等が

理解し難く、これについての解説が必要との要望も多い。

したがってく医科電子点数表の構築とともに、現行の医科診療行為マス

ターの収載項目について、医科診療報酬点数表に規定された′魚数計算規則、

加算の算定可否、算定制限等について各ベンダが構築しているプログラム

モジュールの改善検討にも資するよう収載項目の構造的な分類を行つた。

ア 収載項目の構造的分類

公表されているフアイルレイアウトの項目の配列を組み換え、関連す

る点数計算等のロジック等に使用する項目別にまとめたものを付表 2と

しているので参照願いたい。

なお、医科診療行為マスターの収載項目の詳細説明は「レセプ ト電算

処理システムマスタ~フ ァイル仕様説明書」を参照願いたい。

イ 医科診療行為マスタ~の収載項目の分類

診療行為コー ド

マスタ~管理用項 目 (M)

レセプ ト表示用項 目 (R)

該当コー ドが適用されるレセプ ト種別や施設基

準等を関連させるモジュール用
コー ドの適用識別項 目 (A)

加算項 目と加算の対象となるコー ドの関連を判

定するモジ子―ル用
加算妥当性確認用項目 (C)

点数計算等の個別 ロジ ック

用項 目 (L)

医科点数表に規定された点数計算等の個別ロジ

ックごとのモジュール用
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医科電子点数表の活用手引き

3 医科電子点数表の新設テーブル詳説

(1)医科診療行為マスター補助マスターテーブル

主に、当該診療行為と各テーブルとの関連の有無を示すフラグ及び当該

診療行為の算定単位 (月 、週、
‐
日等)ごとの算定回数を表すためのフラグ

を設定する:

なおt医科診療行為マスタ~補助マスターテ~ブルと各テーブルとの相

関関係は、付表 3から5を参照願いたい:

<各テーブルとの関連識別情報>

各テーブルとの関連識別は、次のとおりとする
`

[医科診療行為マ不ター補助マスターテ~ブルイメージ]

【解説】血管内視鏡は、グループ番号①が「0」 (関連なし)ではなく「D324001」

と設定されていることから、包括・被包括テーブルと関連があり、また背反

関連識別の同時に「1」 (背反関連テーブルと関連あり)が設定されていること

から、背反関連テーブルとも関連することを表している。

10

項 目 名 形  式 容内

包括 。被包括関連

(グループ番号①～③)
英数 7桁

1桁 目 :告示番号のアルファベ ット部

2桁 目～4桁 目 :告示番号

5桁 日、6桁 目 :告示番号の枝番

7桁日 :告示番号内の通番
ゅ 1)・・。このベージ下段の医科診療イi為マスター補

助マスターテーブルイメージを参1照

血管内視鏡 :「D324001」

血管内視鏡は、告示番号 D324ヾ 枝番はなし (00)、

告示番号内で通番 1(1)

但し、2つ以上の診療行為の包括条件が同条件である

場合は同一グループとし、若い告示番号をグループ番

号とする。

関連な しの場合 :「 0」

背反関連識別 数字 1桁
「0」 :背反関連テァブルと関連なし
「1」 :背反関連テーブルと関連あり

入院基本料識別 数字 3桁
001か らグループごとの通番

関連なしの場合 :「000」

診療行為
コード

為

称

行

名

僚

略

診

省

包括・被包括関連 青反関連識別 算定回数条件

嚇
相
酬搬

船

一

号

ル

番

①

パ
ソ

フ 器
Ю

一
号

ル

番

②

聯
Ю

′レ．
鶴
０

グ

プ 吼
一

一　

内 同時
Ｂ
ｃ
つ

予備 予備

単

一

定

コ

ド

単

称

定

名
¨
件

160170271 L管内視鏡加算 0000000 α 1

16017131 L管 内視鏡 ∝ α 0 0 | 0



医科電子点数表の活用手引き

(2)包括 。被包括テーブル

他の診療行為 (親)に包括される診療行為 (子)を表す。

医科診療行為マスター補助マスターテ~ブルの包括 0被包括関連項目の

グルニプ番号と包括・被包括テーブルのグルニプ番号が同一である場合、

包括・被包括関係が成 り立つ。

[包括・被包括テーブルイメージ]

【解説】グル~プ番号「D324001」 は、補助マスターテーブルの「血管内視鏡」

のグループ番号と同■であることから包括 :被包括関係が成り立ち、「血液

ガス分析」以下、「新生児心拍 :呼吸監視装置」までは血管内視鏡に包括さ

れ算定できないことを表している。

(3)背反関連テーブル

他の診療行為との併算定が出来ない診療行為を表し(背反区分により算

定の可否を判定する。

なお、背反の条件には 「1日 にらき」、 「同一月内」、 「同時」、 「1

週間につきJがあ り、それぞれのテーブルを作成 している。

[背反関連テァブルイメージ (1週間につき)]

【解説】体外ペースメーキングは、 1週間においてペースメーカー移植術 (心

筋電極)と 実施 した場合、背反区分注「2」 よリペースメーカー移植術 (心筋

電極)に含まれ算定できないことを表している。
注 背反区分については、本手引書 20ページの 5新設テーブルのレコー ド情報表記仕様

(3)背反関連テーブルを参照願いたい3

グループ
番 具

診療行為
コード

診療行 為省 略 名 称

D32400 160027710 血 液ガス分析

D32400 160067410 心 拍 出量

D32400 160067570 心拍出量 (カテーテル挿入)加 算

D32400 160073510 呼 吸心 拍 監視

D32400 160073650 新 生 児 心 拍 ‐呼吸 監 視 装 置

診療行為
コ=ド①

診療行為省略名称①
診療行為
コード②

診療行為省略名称②
背反
区分

例

件

特

条

160162350 3NP 160181250 NT― oroBNP
160162350 BNP 160116310 HANP
160181250 50162350 BNP 3

160181250 NT― or● BNP 160116310 HANP
1601163111 HANP 160162350 BNP
160116310 HANP 160181250 Nτ ― nroBNP

0018110 諄 賠 油 店 :i 180012010 入院精 神療 (6月 以内う 1

0018110 λ院 精神寝法 1) 180012110 精 神療 , (6月 超 )

嬌神倍法 2)(6月 以内 ) 精 神疲法

1 焙神縛法 2)(6月 超 ) 0018110 λ院精 神疲法 2

層 法 (1 更棲 入院籍神療法 (2)(6月 以内 ) 1

180028850 入腑絡神僣 法 ( 180029050 に旗入院焙神療法 (2)(6月 超) 1

130028950 (2)(6月 以内 ) 摯寝法 (1

18U029050 素腹入院緒神療法 (2)(6月 超) 180028850 1博 法 (1

150267310 よ外ペースメーキング 150140110 ベー ス メーカー路棺術 (心 筋雷極 )

15026′ 310 ム外ペー スメー キ ング 150140210 べ…スメーカー移植術 (経静脈電極)

150140‖ 0 ベースメーカー秘栢術 (心扇富梅 ) 150267310 は外ベースメーキン 1

150140210 ベースメーカー秘籠猾 (経 静脈冒穂 ) 150267310 木外 ペースメーキ ング 1
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医科電子点数表の活用手引き

(4)入院基本料テーブル :

入院基本料に対し、カロ算の対象となる入院基本料加算を表す。

「医科診療行為マスター補助マスタ~テ ~ブル」の人院基本料識別と入

院基本料テーブルのグノンープ番号が同■である場合、入院基本料と加算の

対象となる入院基本料カロ算の関連を表している。

[医科診療行為マスター補助了スターテ・ ブルのイメージ]

【解説】医科診療行為マスタ∵補助マスターテ~ブルの「 (l12)一般病棟 7対

1入院基本料」及び「 (選)一般病棟 10対 1入院基本料」は、入院基本料

識別が「000」 (関連なし)ではなく「002」 と設定されていることから、入院

基本料テーブルと関連があり、入院基本料テーブルのグループ番号「002」 に

設定している入院基本わ助口算が算定できることを表している。

また、加算識別が、同じ値の場合は、当該入院基本料加算は併算定できな

いことを表している。

″
//

診療行為
コード

診療行為省略名称

包括'被包括関連 背反関連識別 算定回数条件
鶏
鉢
料
調

鋪
軸
０

リ

ーレ．
ブ
謡
０

晰
軸
②

グ

，レ一
プ
鶴
②

鰤
軸
③

グ

‐レ．
プ

碍
９

【】“”
　
　
¨
　
ヽ
　
●ｔ“́
ヽ

一
　

内

同

月

世
町

日
円

岨
間

的
き

予備予備

算定

単位
コー

ド

定

位

称

算

単

名

算定
回数

例

件

特

条

100‖ 181{ (選 )一般病棟7対 1入院基本料

10011181( (選 )…般病棟10対 1入院基本料 |

[入院基本料テーブルイメージ]

グ ル ー フ

番 具
診療 行為コード 省略 漢字 名称

カロ,軍

聾 ■:|

002 190100470 享L幼 児加算 (病院 ) 1

002 190100770 幼児加算 (病 院 ) 1

002 190101770 蛙結患者等入院診療加算 2

002 190101870 二類感染症 患者 入院診 療加算 2

002 190127510 招 重 爺 甲 r者 )入 時 診 療 加 算 (6歳 未 満 ) 3

002 190076570 紹重庁 県 (者 入ヽ時 診 療 加 箪 (6歳 以上 ) 3

002 190127610 菫 紹 重 庁 県

`者
)入 時 診 療 加 算 (6歳 未 満 ) 3

002 190076670 菫紹重爺 県 (者 )入 院診 寝加算 (6歳 以上 ) 3

12



医科電子点数表の活用手弓|き

入院基本料テーブルの内容を確認する場合は、以下の二次元マトリック

スのように展開すると理解しやすい。

入院基本料テーブルのグループ「002」 を例示すると、 (選)一般病

棟 7対 1入院基本料等に対する加算として、入院基本料 助口算 1」 欄、入院
~

基本料 助口算 2」 欄及び入院基本料「カロ算 3」 欄に掲げたカロ算項目が医科点

数表に示されている。    ′

しかし、これらの中には併算定できないものがあり、その併算定できな

い項目向士を、入院基本料 助口算 1」 のグループ、入院基本料 助口算 2」 の

グループといつた形でまとめたものである。

【算定可否の例】※ (力Π算1)は入院基本料力Π算1、 (加算2)は入院基本料加算2の意味

① (選)一般病棟7対 1入院基本料 +乳幼児加算 (病院)(カロ算1)十 難病患者

等入院診療加算 (加算2) = 可

② (選)一般病棟7対 1入院基本料 +乳幼児加算 (病院)(加算1)十 難病患者等

入院診療加算 ∽口算2)十 二類感染症患者入院診療加算 (加算2) = 否 0ロ

算2同士の併算定)

[入院基本料テーブルを二次元マ トリックスに展開したイメージ]

診晨i為

コード
診最

=お

1崎名称
診積i為

コード
診攘行為省略名ll

議
ヌ

診優希為
ヨード

診壼Fお省

“

名Ft   li
診1行為
コード

診燎Fち省難名率
議

別

1選 )―設病1711人浣基本料 乳幼児加二(病 院) 棚Om韓病患妻 入院診動 車 | 190127510 超重[児 1者 }入院診優加算{6歳未者}

{選,一般病よ10,1入院基本料 1901m770 幼児加算{有 院) 側mm l織を業症患者入院診機加算 190076570 超重亡児{者 ,入粽診疸加1(6歳 以上)

1911276,D 準涎重定狂者)入院診薇加116晟末言I

190016670 準超重壼児:者 )入院診彙加算{6歳以上|

※入院基本料に対応する入院基本料加算のうち、併算定できない項目をグルー

プ化し、テーブルの横夕1に展開するイメージである。
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医科電子点数表の活用手引

4 新設テTブルの使用上の留意点

(1)包括・被包括テーブル

ア 設定の原則

告示及び通知において 「含む」及び 「含まれる」と明記されてい

るものを包括とする。

(例 )

c010 在宅患者連携指導料

注 5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行つた場合におい

ては、区分番号 B000に掲げる特定疾患療養管理わ}及び区分番号 B001

の 8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費

用 tま、所定点数に含まれるものとする。

→ 「含まれる」と告示されていることから包括。

注 6 区分番号 B009に掲げる診療情報提供料 (1)、 区分番号 C002

に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号 C002-2に 掲げる特定施設

入居時等医学総合管理料又は区分番号 C003に掲げる在宅末期医療

総合診療料を表 してヽヽ る患者につヽ`ては算定しない。

→ 「含まれる」と告示されていないことから背反。

イ 包括に設定していない項目

① lつの診療行為がその他多くの診療行為に包括されるもの

→ 背反でチェックを行 う。

(例)          :             ´

1002-2 精神科継続外来支援 。指導料 (1日 につき)

注 3 他の精神科専門療法と同一 日に行 う精神科継続外来支援・

指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含まれるoの
とする。

②包括条件が限定されているもの

(例 )

K043-2 骨関節結核痩孔摘出術

(通知)骨関節結核に行 う痩孔摘出術の際に行つた脂肪移植術は所

定点数に含まれ別に算定できない。

14
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医科電子点

③被包括 となるものが明記されていないもの。

(Iall)                         r
K526 食道腫瘍摘出術

(通知)「 1」 を行つた場合について、マイクロ波凝固療法を実施

| した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

④生体移植に係る提供者の費用(「

(例 )

K514-5 移植用部分肺採取術 (生体)

注 肺提供者に係る組織適合試験の費用は、所定点数に含まれる。

(2)背反関連テーブル

ア 設定の原則

告示及び通知において「○○を算定した場合には●●は算定でき

ない」、「同時に算定できない」、「主なるもののみ算定する」等

明記されているものを背反とする。

(例 1)

A236 褥療ハイ リスク患者ケア加算 (入院中 1回)  500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとし

て地方厚生局長に届け出た保険医療機関に入院 している患者

(第 1節の入院基本料 (特Bll入院基本料を除く6)スは第3節

の特定入院料のうち、褥療ハイリスク患者ケア加算を算定でき

るものを現に算定している患者に限る。)にういて、重点的な

褥療ケアを行 う必要を認め、計画的な褥着対策が行われた場合

に、入院中 1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番

号 鯰35に掲げる機 患者管動 ■算は、
"lに

算定できない。

→ 賜りに算定できない」と告示されていることから背反を設定。

(例 2)

D006-2血液細胞核酸増幅同定検査 (造血器腫瘍核酸増幅同_定検査)

D004-2悪性腫瘍組織検査の「1」 の悪性腫瘍遺伝子検査、区分

番号「D006-2J血 液細胞核酸増幅同定検査 (造血器腫瘍核酸増幅同

定検査)又は区分番号「D000-6」 免疫関連遺伝子再構成のうちいず

れかを同一月中1こ併せて行つた場合には、注 たるもののみ算定する。

→「主たるもののみ算定」と通知されていることから背反を設定。

15
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医科電子点数表の活用手引き

イ 背反に設定していない項目

◎ 3項目以上を行つた場合、 2項 目以上が算定可となる場合

D014自 己抗体検査

「2」 のリウヤ トイ ド因子、「8」 の抗ガラクトース欠損 IgG抗体価、

「8」 のマ トリックスメタロプロテイナーゼー3(MMP-3)、 「10」

のClq結 合免疫複合体、「13」 のモノクローナルRF結合免疫複合体、

「14」 の IgG型 リウマチ因子及び 「14」 のC3d結 合免疫複合体の うち

■■目_以上ムは 実施した場 合1二1■_■■ゑL222に I即_算定鮨 9_

◎ 背反となる要件 (傷病名、部位等)が限定されている場合

D014自 己抗体検査

「17」 の血清中抗デスモグレイン3抗体

イ 尋常性天疱療の患者に対_k脚 観察虫2澄療効果糠 ,_員.的 r、 本

検査と「19」 の血清中抗デステグレイン1抗体を併せて淑l定 した場合は、

主たるもののみ算定する。

」000 倉1傷処置

回二部位に対しコ 1傷処置、皮膚利
・軟膏処置、面施圧出法又は湿布処置

が行われた場合はいずれか 1つのみにより算定し、併せて算定できない。

◎ 当該 2項 目を算定すると別の 1の項目が背反となる場合

5200スパイログラフィー等検査
「1」 の肺気量分画測定及び区分番号「D202」 肺内ガス分布の「1」 の

指標ガ撫 出、し検套とを同時に実施した場合には、機能的螂 _t

算定黛 力Ёo         l

◎ 複数の要件で背反となる場合

G000 皮内、皮下及び筋肉内注射

区分番号 「C101」 在宅自己注射指導管理牟1又 は区分番号 「C108」 在

宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定 している患者 (こ れ らに係る在宅療養

指導管理材料加算又は薬剤料若 しくは特定保険医療材料料のみを算定し

ている者を含む。)に対 して、区分番号 「C001」 在宅患者訪問診療料を

算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて皮内、皮下及び筋肉

内注射を行つた場合は、当該注射に係る費用は算定しない。
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医科電子点数表の活用手引き

ウ 背反条件に矛盾がある項目

背反については、全てに表裏のデータを設定しているが、告示及び通

知において表裏の関係が成 り立たないものがある。

(例 )

B001の 6 てんかん指導料  250点
注 4 区分番号 B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号 B001の 5

1に掲げる小児科療養指導量又は区分番号 B001の 18に掲げる小児悪性

腫瘍患者指導管理料を算定して )ヽる患者については算定しない。  ‐

B001の 5 月ヽ児科療養指導料  250点
てんかん指導料 との背反関係について記載なし。

この場合、背反テーブルに表裏のデータを設定すると次のとお りとな

る。              `

診療行為
コー ド①

省略漢字名称①
診療行為
コー ド②

省略漢字名称②
背反

区分

113002210 小 岬 科 癖 春 指 導 料 13002850 てんか ん指 導料 3

113002850 てんか ん指 導料 113002210 月、F剰‐癖 蓉 指 道 料 2

背反テーブルは、必ず表裏のデこ夕を設定している。 (例 )のように

表裏のデータに係る背反区分が「3:何れか一方を算定する」と「2:診

療行為コー ド②に含まれる」のように表裏が矛盾する場合は、背反区分

を「3:何れか上方を算定する」に統一する。 (下図参照)

※ 1対 1の背反関係は、必ず何れか一方しか算定できないと考えられる

ため。

[背反区分を「3:何れか一方を算定する」に設定]

診療行為
コー ド①

省略漢字名称①
診療行為
コー ド②

省略漢字名称②
背反
区分

113002210 小児科療養指導料 113002850 てんかん指導料 3

113002850 てんかん指導料 113002210 小児科療養指導料 3
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医科電子′は数表の活用手引き

5 新設テTブルのレコー ド情報表記仕様

(1)医科診療行為マスター補助マスタ~テニブル

項番 項 目 名

形  式

内  容

モー ド
大

トイ

最

バ

日
式

項

形

1 変更区分 '数字 固定

レコー ドの異動状況を表す。

0:異動なし

1:抹消

3:新規

5:変更

9:廃上

り
乙 診療行為 コー ド 数字 9 固定 診療行為項 目ごとに設定した番号

3 診療行為省略名称 漢宇 64 可変

審査用出力紙レセプトに表示され

る診療行為名称 (Vi4字)を表す。

漢字 :32桁

4

包括 被包括関連
他の診療行為を包括するか否かを

表す。

包括単位① 数字 2 可変

包括する期間を表すっ

001関 連なし

01:1日 につき

02:同 一月内

03:同 時

04:1週 間につき

05:手 術前 1週間

06:1手 術につき

5 グループ番号① 英数 7 可変

包括・被包括グループ番号を表す。

包括・被包括テーブルの参照先グ

ループを表す。

6 包括単位② 数字 2 可 変 包括単位①と同じ

7 グループ番号② 英数 7 可変 グループ番号①と同じ

8 包括単位③ 数字
９
″ 可変 包括単位①と同じ

9 グループ番号③ 英数 7 可変 グループ番号①と同じ
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医科電子点数表の活用手引き

10

背反関連識別
他の診療行為との併算定ができる

か否かを表す。

1日 につき 数字 1 固定

背反関連テーブル (1日 につき)

との関連の有無

0:関連なし

1:関連あり

同一月内 数字 固定

背反関連テニブル (同一月内)と
の関連の有無

0:関連なし

1:関連あり

つ
４ 同 時 数字 1

イ
固定

背反関連テーブル (同 時)と の関

連の有無

0:関連なし

1:関連あり

13 1週間にうき 数字 1 固定

背反関連テーブル (1週間につき)

との関連の有無

0:関導なし

■:関連あり

14 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

に
Э 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

算定回数条件
当該診療行為の算定単位ごとの算

定回数を表す。    |

算定単位コー ド 数字 3 可変

当該診療行為の算定単位を表す。

算定単位コー ドについては「付表

1」 を参照

算定単位が不要な場合は 「0」 を

記録

算定単位名称 漢字 12 可変
算定単位コー ドの名称を表す。

未使用 :省略

算定回数 数字 3 可変 算定単位ごとの上限回数を表す。

19 特例条件 数字 1 固定

算定条件に特lllな条件がある場合

に設定する。

0:条件なし

1:条件あり

20 入院基本料識別 数字 3 固定

当該診療行為と入院基本料加算と

の算定可否を表す。

入院基本料テ
=ブ

ルの参照先グル

ープを表す。

21 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

９
“

，
“ 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

23 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録
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医科電子点数表の活用手引き

(2)包括 ,被包括テ‐ブル

24 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

25 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

26 変更年月日 数字 8 固定

レコー ド情報を変更した日付を西

暦年4桁、月 2桁及び日2桁の 8

桁で表す。

27 廃止年月 日 数字 8 固定

当該診療行為の使用が可能な最終

日付を西暦年 4桁、月 2桁及び日

2桁の8桁で表すも

なお、廃止診療行為でない場合は
「99999999」 とり

~る
。

項番 項 目 名

形 式

内  容

モー ド
最 大
バイ ト

日

式

項

形

1 変更区分 数字 固定

レコー ドの異動状況を表す。

0:異動なし

1:抹消

3:新規

5:変更

9:廃止

2 グループ番号 英数 7 可 変
包括 。被包括グループごとに設定

した番号

3 診療行為コー ド 数字 9 固 定 診療行為項目ごとに設定した番号

4 診療行為省略名称 漢字 64 可変

審査用出力紙レセプ トに表示され

る診療行為名称 (漢字)を表す。

漢字 :32桁

5 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」・を記録

6 変更年月日 数 字 8 固 定

レョー ド情報を変更 した日付を西

暦年 4桁、月 2桁及び 日2桁の 8

桁で表す。

7 廃止年月日 数字 8 固 定

当該診療行為の使用が可能な最終

日付を西暦年 4桁、月 2桁及び 日

2桁の 8桁で表す。

なお、廃止診療行為でない場合は
「99999999」 とう

~る
。
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医科電子点数表の活用手引き

(3)背反関連テーブル

項番 項 目 名

形 式

内  容

モー ド
最 大
バイ ト

目

式

項

形

1 変更区分 数字 1 固定

レコー ドの異動状況を表す:

0:異動なし

1:抹消     、

3:新規

5:変更

9:廃止

2 診療行為コー ド① 数字 9 固定 診療行為項目ごとに設定した番号

3 診療行為省略名称① 漢字 64 可変 項番 2に係る診療行為省略名称

4 診療行為コード② 数字 9 固 定 診療行為項目ごとに設定 した番号

5 診療行為省略名称② 漢宇 64 可変 項番 4に係る診療行為省略名称

6 背反区分 数字 固定

背反の条件を表す。

1:診療行為コー ド①に含まれる。

2:診療行為コァド②に含まれる。

3:何れか上方を算定する。

特例条件 数字 固定

背反条件に特別な条件がある場合

に設定する。

0:条件なし

1:条件あり

8 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

9 変更年月日 数字 8 固定

レコー ド情報を変更した日付を西

暦年4桁、月 2桁及び日2桁の 8

桁で表す。

10 廃止年月 数字 8 固定

当該診療行為の使用が可能な最終

日付を西暦年 4桁、月 2桁及び 日

2桁の 8桁で表す。

なお、廃止診療行為でない場合は
「99999999」 とする。
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医科電子点数表の活用手引き

(4)入院基本料テーブル

項 番 項 目 名

形 式

内  容

モ∵ ド
大

トイ

最

バ

目

式

項

形

1 変更区分 数 字 固定

レコー ドの異動状況を表す。

0:異動なし

1:抹消

3:新規

5:変更

9:廃止

９

“ グループ番号 数字 3 固 定 加算グループごとに設定した番号

3 診療行為コー ド 数字 9 固定 診療行為項 目ごとに設定した番号

4 診療行為省略名称 漢字 64 可変
審査用出力紙 レセプ トに表示され

る入院基本料加算名称を表す。

漢字 :32桁

5 力1算識別 数字 2 可変

項番 2のグループに加算される入

院基本料加算の中で併算定が可能

なものごとに設定する識別コー ド

6 予備 数字 1 固定 未使用 :「 0」 を記録

変更年月 日 数字 8 固定

レコー ド情報を変更 した日付を西

暦年 4桁、月 2桁及び 日2桁の 8

桁で表す。

8 廃止年月 日 数字 8 固定

当該診療行為の使用が可能な最終

日付を西暦年 4桁、月 2桁及び 日

2桁の 8桁で表す:

なお、廃止診療行為でない場合は
「99999999」 とする。
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医科電子点数表の活用手引き

6 付表

・算定単位コー ドー覧 (付表 1)

。医科診療行為マスターの各項目の構造分類 (付表 2)

。医科診療行為マスター補助マスターテ~ブルと包括・被包括テーブルとの

相関関係 (付表 3)

・医科診療行為マスター補助マスターテ~ブル と背反関連テーブルとの相関

関係 (付表 4)        .
。医科診療行為マスター補助マスターテ‐ブルと入院基本料テーブル との相

関関係 (付表 5)

・包括・被包括関連グループ番号一覧表 (付表 6)
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医科電子点数表の活用手引き

付表 1

単 位 コ ー ド =覧
コー ド 内 容

053
056
121
131
132
133
134
135
138
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

患者 当 り

手術当 り

日

月

入院初 日

入院 中

退院時

初回

週

一連

2週
2月

3月

4月

6月

12月
5年
妊娠 中

検査当り

1疾患当り
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IE科診療行為マスターの各項 目の構造分類

Ю
”
‐２
●
‐４
‐５
“
‐７
‐３
”
”
２‐
２２
２３
メ
”
“
２７
２３
”
∞
”
３２
３３
“
”
３６
３７
“
”
“
４‐
４２
一
４４
●
４６
４７
●
■
”
■
９
５３
５４
“
“
９
５８
”
∞
“
曖
“
“
“
“
”
“
”
Ю
■
７２
７３
７４
●
“
７７
お
”
“
８‐
３２
“
８４
“
“
８７
“
”
”
９‐
９２
９３
９４
”
“
”
”
”
ｍ
嘲
貶
０
嘔
も
螂
口
躙
呻
ｍ
‐‐‐
‐‐２
”

レイアウト
配列換え

理用項目として使用する。
数表の区分は、分類番号8の配列にする

定時には、コードの並びは公表順序番号のコl暉としている

号 1■19は、きざみ計算の数量データの単位

行為コードの適用可能なレセプト種別|や該当する施設基準を確認する

類番号29,30,1は 、該当施設の施設基準情報出照合して適用を確認す

、施設ごとに適用され

“

PC専用コードを籠潟1できる

当骸加算について.加 算の対象となる診療行為コードを確認することができ

告示等
=別

区分 (1)による

及びマスターファイル仕様説明事を参照

こ点薇加算される場合のプログラム制御に使用
る.

群細は公開ロジック及びマスターファイル仕様観明書を参照

※加●可否の関係表現は、標準仕様の31表7を参照

可能なグループを表す。
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